
労働者派遣法に基づく情報公開 
 

株式会社ゼストシステム 

許可番号：派１３－３０７４５７ 

許可年月日：２０１７年３月１日 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第２３条第５項の規定に基づき、 

弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報をご提供いたします。（２０２４年度実績） 

 

① 派遣事業に従事した労働者数   ８ 人 

弊社では、無期雇用の正社員及び契約社員を派遣する労働者派遣事業を行っております。客先の要請や作業内容等により

派遣事業に従事することがありますが、他の業務と待遇を含め一切変わりありません。固定の社員が派遣事業に従事する

わけではなく、客先の要請や作業内容等によって契約形態（派遣契約や準委任契約等）が変わります。 

② 派遣先事業所数     ４ 社 

③ 労働者派遣料金（１日８時間あたりの平均額）  ３５，２０２円 

④ 派遣労働者賃金（１日８時間あたりの平均額）  ２１，８１８円 

⑤ マージン率     ３８．０％ 

 

派遣先からの売上（派遣料金）から、派遣労働者に支払った賃金を引いた額がマージンとなります。 

マージン率には事業運営に必要な以下の経費が含まれています。 

➢ 社会保険料（健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険等の会社負担分） 

➢ 有給休暇費用（年次有給休暇取得時にかかる賃金） 

➢ 福利厚生費（退職金積立、健康診断、各種手当等） 

➢ 会社運営費（事務所賃料、通信費、労務管理費、営業費用等） 

➢ その他事業運営に必要な経費 

⑥ 教育訓練に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先：営業推進部 TEL 03-5291-7701 

⑦ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 

社会保険（健康保険・厚生年金保険）、労働保険（雇用保険・労災保険）、年次有給休暇、育児・介護休業、 

看護・介護休暇、慶弔休暇、定期健康診断、財形貯蓄制度     ※一部の派遣労働者については対象外となります。 

⑧ 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

□ 労使協定を締結していない 

☑ 労使協定を締結している 

協定労働者の範囲：プログラマー、システムエンジニア  協定有効期間：2025年4月1日～2026年3月31日 

内容 時期 方法 
費用 

負担 

賃金 

支給 

新入社員マナー研修 雇入時 OFF-JT 無 有 

新入社員プログラミング研修 雇入時 OFF-JT 無 有 

スキルアップ研修【ビジネススキル編】 派遣中 OJT 無 有 

スキルアップ研修【個人情報保護編】 派遣中 OFF-JT 無 有 

リーダー研修 派遣中 OJT 無 有 

上級プログラマー研修 派遣中 OJT 無 有 

③ － ④ 

③ 

×１００ 


